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  다문화공생 정보플라자 소식을 메일로 수신을 원하시는 경우 여기를 스캔해 주십시오.  

  

내년 4 월에 입학・진급하는 아이가 있는 가정에             来年
らいねん

4月
がつ

入 学
にゅうがく

・進 級
しんきゅう

する子ども
こ   

がいる家庭
かてい

へ  
【외국 국적을 가진 분】 

외국 국적의 아이가 있는 가정에 입학 안내서를 송부합니 

다. 동봉한 입학신청서를 학사과에 제출한 분은 취학・

진학통지서를 송부합니다. 입학 신청서를 제출하지 않은 

경우에는 히가시오사카시에 주민표가 있는 아이에게 

교육기회가 주어졌는지 확인하기 위해 진학예정 학교와 

현재의 상황을 조사합니다. 

【입학준비금（취학원조）을 입학 전에 지급】 

경제적인 이유로 아이가 의무교육을 받는 것이 곤란한 

보호자를 대상으로 입학준비금을 지급합니다(세대소득 

합계액의 제한 있음). 지급시기는 입학 전 내년 3 월 

상순이며, 4 월 이후에 신청・수속은 할 수 없음으로 

주의하시기 바랍니다. 

◆대상: 시내에 거주하며 내년 4 월에 시립 초등・중학교・

의무교육학교 신 1 학년 또는 신 7 학년이 되는 아이가 있는 

보호자 

◆지급액: ▷초등・의무교육학교 신 1 학년＝57,060 엔 

▷중학교 신 1 학년・의무교육학교 신 7 학년＝63,000 엔 

◆신청방법: 12 월 22 일(월)까지 시의 전자 신청 시스템으 로 

신청(취학・진학통지서에 동봉된 신청서를 각 시립초등・

중학교, 의무교육학교 또는 학사과로 직접 제출도 가능) 

【外
がい

国籍
こくせき

の方
かた

】 

外
がい

国籍
こくせき

の子ども
こ   

がいる家庭
かてい

に 入 学
にゅうがく

案内
あんない

を送付
そうふ

します。同封
どうふう

の

入 学
にゅうがく

申
しん

請書
せいしょ

を学事課
がくじか

へ提 出
ていしゅつ

した方
かた

には、就 学
しゅうがく

・進 級
しんきゅう

通知書
つうちしょ

を

送付
そうふ

します。 入 学
にゅうがく

申
しん

請書
せいしょ

を 提 出
ていしゅつ

しなかった場合
ばあい

は、本市
ほんし

に

住 民 票
じゅうみんひょう

がある子ども
こ   

に教 育
きょういく

の機会
きかい

が与えられて
あた      

いるのかを確認
かくにん

するため、通
かよ

う予定
よてい

の学校
がっこう

や現在
げんざい

の 状 況
じょうきょう

の聞
きき

取
と

りを 行
おこな

います。 

【入 学
にゅうがく

準備費
じゅんびひ

（就 学
しゅうがく

援助
えんじょ

）を入 学 前
にゅうがくまえ

に支給
しきゅう

】 

経済的
けいざいてき

な理由
りゆう

で、子ども
こ   

に義務
ぎ む

教 育
きょういく

を受けさせる
う     

ことが困難
こんなん

な

保護者
ほごしゃ

を対 象
たいしょう

に、入 学
にゅうがく

準備費
じゅんびひ

を支給
しきゅう

します（世帯
せたい

の所得
しょとく

合計
ごうけい

額
がく

の

制限
せいげん

あり）。支給
しきゅう

時期
じ き

は入 学 前
にゅうがくまえ

の来年
らいねん

3月
がつ

上 旬
じょうじゅん

で、4月
がつ

以降
いこう

に

申請
しんせい

・手続き
て つ づ  

はできませんので、ご注意
   ちゅうい

ください。  

◆対 象
たいしょう

：市内
しない

在 住
ざいじゅう

で来年
らいねん

4月
がつ

に市立
しりつ

小
しょう

・中 学 校
ちゅうがっこう

、義務
ぎ む

教 育
きょういく

学校
がっこう

の新
しん

1年生
ねんせい

または新
しん

7年生
ねんせい

になる予定
よてい

の子ども
こ   

がいる保護者
ほごしゃ

  

◆支給
しきゅう

予定
よてい

額
がく

：▷小 学 校
しょうがっこう

・義務
ぎ む

教 育
きょういく

学校
がっこう

新
しん

1年生
ねんせい

＝5万
まん

7060円
えん

  

▷中 学 校
ちゅうがっこう

新
しん

1年生
ねんせい

・義務
ぎ む

教 育
きょういく

学校
がっこう

新
しん

7年生
ねんせい

＝6万
まん

3000円
えん

  

◆申 込
もうしこみ

：12月
がつ

22日
にち

（月
げつ

）までに市
し

電
でん

子
し

申請
しんせい

システムで（就 学
しゅうがく

・進 級
しんきゅう

通知書
つうちしょ

に同封
どうふう

の申請書
しんせいしょ

を各市立
かくしりつ

小
しょう

・中 学 校
ちゅうがっこう

、義務
ぎ む

教 育
きょういく

学校
がっこう

ま

たは学事課
がくじか

へ直 接
ちょくせつ

も可
か

） 

문의：학사과 TEL 06-4309-3271 / FAX 06-4309-3838                                          問合
といあわ

せ先
さき

： 学事課
が く じ か

 

보호자 부재가정 아동육성클럽  2026 년도 신청접수      留守
る す

家庭
かてい

児童
じどう

育成
いくせい

クラブ 来
らい

年度
ねんど

入 会
にゅうかい

申込
もうしこ

みを受付
うけつけ

 

보호자 부재가정 아동육성클럽은 아동의 건전한 육성을 
도모하기 위해 방과 후 보호자가 취업 등으로 낮시간에 
가정에 없는 아동을 돌보고 있습니다. 현재 클럽에 
재적하고 있는 아동도 재신청이 필요합니다. 
◆대상: 초등학교 신 1 학년~신 6 학년 또는 의무교육학교 
전기과정의 보호자 부재가정 아동 
※보호자 및 18 세 이상 65 세 미만의 동거자 모두(조부모를 
포함)가 방과 후의 아동의 적절한 보호가 곤란한 경우 
◆요금: 월 6,500 엔 ※별도로 간식비 등이 필요 
◆신청: 신청서와 취업증명서 등을 12 월 5 일(금) 
17:30~18:30 또는 6 일(토) 9:00~12:00, 13:00~17:00 에 각 
클럽 접수장소로 신청  
※신청서는 시웹사이트에서 다운로드 가능 

留守
る す

家庭
かてい

児童
じどう

育成
いくせい

クラブは、児童
じどう

の健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

るため、放課後
ほうかご

、

保護者
ほごしゃ

が就 労
しゅうろう

などで昼間
ひるま

家庭
かてい

にいない児童
じどう

を預
あず

かっています。

現在
げんざい

、同
どう

クラブに在籍
ざいせき

している児童
じどう

も再度
さいど

手続
てつづ

きが必要
ひつよう

です。 

◆対 象
たいしょう

:小 学 校
しょうがっこう

新
しん

1年生
ねんせい

～新
しん

6年生
ねんせい

または義務
ぎ む

教 育
きょういく

学校
がっこう

前期
ぜんき

課程
かてい

の留守
る す

家庭
かてい

児童
じどう

  ※保護者
ほごしゃ

および 18歳
さい

以上
いじょう

65歳
さい

未満
みまん

の同居者
どうきょしゃ

全員
ぜんいん

（祖父母
そ ふ ぼ

などを含
ふく

む）が児童
じどう

の放課後
ほうかご

の適切
てきせつ

な保護
ほ ご

が困難
こんなん

であること。 

◆料 金
りょうきん

：月
つき

6500円
えん

 ※別途
べっと

おやつ代
だい

などが必要
ひつよう

。  

◆申 込
もうしこみ

:申 込 書
もうしこみしょ

と就 労
しゅうろう

証 明 書
しょうめいしょ

などを12月
がつ

5
い

日
つか

(金
きん

)17時
じ

30分
ぷん

～

18時
じ

30分
ぷん

または6
む

日
いか

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

、13時
じ

～17時
じ

に各
かく

クラブ室
しつ

受付
うけつけ

場所
ばしょ

へ ※申 込 書
もうしこみしょ

などは市
し

ウェブサイトからダウンロード可
か

。 

문의: 청소년 교육과TEL 06-4309-3281 / FAX 06-4309-3835                   問合
といあわ

せ先
さき

：青
せい

少 年
しょうねん

教育課
きょういくか

  

11월12일~25일 「여성에 대한 폭력을 없애는 운동」기간  11月
がつ

12日
にち

～25日
にち

「女性
じょせい

に対
たい

する暴 力
ぼうりょく

をなくす運動
うんどう

」期間
きかん

 

◆DV피해를 받았을 때에는 결코 자신을 자책하지 말고 참지 말아 

주십시오. 혼자서 고민하지 마십시오. 그리고 신변의 위험을 느꼈을 때는 

망설이지 말고 경찰(110번 또는 근처 경찰서)에 신고하시기 바랍니다. 

◆DV被害
ひがい

を受
う

けたときは、決
けっ

して自分
じぶん

を責
せ

めず、我慢
がまん

しないでくださ

い。一人で悩
なや

まず相談
そうだん

してください。そして、身
み

の危険
きけん

を感
かん

じたと

きは迷
まよ

わず警察
けいさつ

(110番
ばん

または近く
ちか 

の警察
けいさつ

署
しょ

)に通報
つうほう

してください。 

문의: DV 상담실 TEL 06-4309-3191/ DV 상담＋
플러스

(내각부실시) 0120-279-889(24 시간) 

問合
といあわ

せ先
さき

：DV相談室
そうだんしつ

 / DV相談
そうだん

＋
プラス

 (内閣府
ないかくふ

実施
じっし

)(24時間
じかん

)   

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/30-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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자치회에 참가하지 않겠습니까?                                                                   自治会
じ ち か い

に参加
さんか

しませんか 

지역과 깊은 연결로 살기 좋은 마을을 함께 만들어 나갈 

동료를 모집하고 있습니다. 자치회는 동료끼리 협력하여 

지역을 만들어 나가는 임의 단체입니다. 새로 이사 온 

분이나 아직 자치회에 참가한 적이 없는 분도 꼭 자치회 

활동에 참가해 주십시오. 가입에 대해서는 살고 있는 

자치회의 회장·임원·반장에게 문의해 주십시오. 자치회명을 

모르신다면 공민연계협동실로 상담하시기 바랍니다. 

地域
ちいき

のつながりを深め
ふか  

、住みやすく
す     

暮らせる
く    

まちをいっしょにつ

くる仲間
なかま

を募集
ぼしゅう

しています。自治会
じ ち か い

は仲間
なかま

同士
どうし

が 協 力
きょうりょく

して

地域づくり
ちいき     

を行 う
おこな  

任意
にんい

の団体
だんたい

です。新しく
あたら   

引っ越して
ひ  こ   

きた方
かた

や、

まだ自治会
じ ち か い

に参加
さんか

したことがない方
かた

もぜひ自治会
じ ち か い

活動
かつどう

に参加
さんか

して

ください。加入
かにゅう

については、お住まい
 す   

の自治会
じ ち か い

の会 長
かいちょう

・役員
やくいん

・

班 長
はんちょう

へお尋
 たず

ねください。自治会名
じちかいめい

がわからないなどありましたら

公民
こうみん

連携
れんけい

協 働 室
きょうどうしつ

へご相
  そう

談
だん

ください。 

문의: 공민연계협동실 TEL 06-4309-3319 / FAX 06-4309-3812                              問合
といあわ

せ先
さき

：公民
こうみん

連携
れんけい

協 働 室
きょうどうしつ

 

시영주택 입주자 모집                                       市営
しえい

住 宅
じゅうたく

の入 居 者
にゅうきょしゃ

を募集
ぼしゅう

  

응모가능한 구분이나 방구조는 세대구성에 따라 다릅니다. 

상세한 내용은 응모 용지에 첨부된 안내서를 확인하십시 

오. 응모용지는 11 월 4 일(화)부터 시영주택관리센터, 시청 

본청사 15 층 주택정책실 총무관리과・1 층 시정소식코너, 

행정서비스센터, 복지사무소에서 배부합니다. 

◆응모자격: 다음의 요건을 모두 충족하는 분 

▷시내 거주(주민등록) 또는 근무하는 분 

▷동거 친족이 있는 분(약혼자, 내연자 또는 파트너십 

관계자도 가능) <주민표에 미신고된 아내(남편)의 기재나 

파트너십 확인서류 필요>） 

※독신인 사람도 60 세 이상이나 장애자 등의 조건을 

충족하면 응모가능  

▷주택이 곤란한 자 (주택을 소유한 분은 원칙 불가) 

▷소득이 기준액 이내(일반계층은 월 158,000 엔 이하, 

재량계층은 월 214,000 엔 이하) 

◆신청: 응모용지와 필요서류를 11 월 4 일(화) ~18 일(화) 

(소인유효)에 소정의 봉투로 우송(1 세대 1 통만)  

※연령 요건은 11 월 18 일 현재. 중복신청 및 폭력단원의 

응모는 불가. 12 월 8 일(월) 14:00 부터 유메히로바(후세역 

앞)에서 공개 추첨을 통해 가당첨자를 결정하고 후일 

입주심사 

応募
おうぼ

可能
かのう

区分
くぶん

や間取
ま ど

りは世帯
せたい

構成
こうせい

により異
こと

なります。詳
くわ

しくは

応募
おうぼ

用紙
ようし

に添付
てんぷ

のしおりをご覧
らん

ください。応募
おうぼ

用紙
ようし

は11月
がつ

4 日
よっか

（火
か

）

から市営
しえい

住 宅
じゅうたく

管理
かんり

センター、市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

15階
かい

住 宅
じゅうたく

政策室
せいさくしつ

総務
そうむ

管理課
か ん り か

・1階
かい

市政
しせい

情 報
じょうほう

コーナー、行 政
ぎょうせい

サービスセンター、

福祉
ふくし

事務所
じ む し ょ

で配布
はいふ

します。 

◆応募
おうぼ

資格
しかく

：次
つぎ

の要件
ようけん

を全て
すべ

満
 み

たす方
かた

  

▷市内
しない

在 住
ざいじゅう

(住 民
じゅうみん

登録
とうろく

)または在勤
ざいきん

  

▷同居
どうきょ

親族
しんぞく

がいる(婚約者
こんやくしゃ

、内縁者
ないえんしゃ

またはパートナーシップ

関係者も可
かんけいしゃ  か 

 < 住 民 票
じゅうみんひょう

に未届
みとどけ

の妻
つま

（ 夫
おっと

）の記載
きさい

やパートナーシ

ップ確認書類
かくにんしょるい

などが必要
ひつよう

>） ※単身者
たんしんしゃ

でも 60歳
さい

以上
いじょう

や障 害 者
しょうがいしゃ

などの条 件
じょうけん

を満たせば
 み

可
か

。  

▷住 宅
じゅうたく

に困って
こま

いる(持家
もちいえ

がある方
かた

は原則
げんそく

不可
ふ か

)  

▷所得
しょとく

が基準
きじゅん

額
がく

以内
いない

（一般
いっぱん

階層
かいそう

は月
つき

15万 8000 円
まん   えん

以下
い か

、裁 量
さいりょう

階層
かいそう

は月
つき

21万 4000 円
ま ん   え ん

以下
い か

）◆申 込
もうしこみ

： 応募
おうぼ

用紙
ようし

と必要
ひつよう

書類
しょるい

を 11月
がつ

4 日
よっか

（火
か

）～18日
にち

（火
か

）(消印
けしいん

有効
ゆうこう

)に所定
しょてい

の封筒
ふうとう

で郵送
ゆうそう

(1世帯
せたい

1通
つう

の

み)  

※年齢
ねんれい

などの要件
ようけん

は 11月
がつ

18日
にち

現在
げんざい

。重 複
ちょうふく

および暴 力
ぼうりょく

団員
だんいん

の

応募
おうぼ

は不可
ふ か

。12月
がつ

8
よう

日
か

(月
げつ

)14時
じ

から夢
ゆめ

広場
ひろば

（布施
ふ せ

駅前
えきまえ

）で公開
こうかい

抽 選
ちゅうせん

のうえ仮当選者
かりとうせんしゃ

を決定
けってい

し、後日
ごじつ

入 居
にゅうきょ

審査
しんさ

。 

문의: 시영주택관리센터 TEL 06-6788-8001 / FAX 06-6788-8005                申込
もうしこみ

･
・

問合
といあわ

せ先
さき

：市営
しえい

住 宅
じゅうたく

管理
かんり

センター 

국민・후기고령 보험료 납입이 곤란한 분은 상담을        国保
こくほ

・後期
こうき

高齢
こうれい

 保険料
ほけんりょう

の納付
のうふ

が困難
こんなん

な方
かた

は相談
そうだん

を 

국민건강보험・후기고령자 의료보험료 납입기한은 매월 

말입니다. 의료보험실 보험료과 또는 행정서비스센터에 

납입해 주십시오. 보험료를 체납하면 재산 압류 등의 

체납 처분이 시행됩니다. 특별한 사정으로 보험료 납입이 

곤란한 분은 상담하시기 바랍니다. 

【휴일 납입 상담】 

일시: 11 월 22 일(토) 9:00~12:00 

장소:시청본청사 2 층 의료보험실 보험료과 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

料
りょう

・後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険料
ほけんりょう

の納
のう

期限
きげん

は毎月
まいつき

末
まつ

で

す。医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

または行 政
ぎょうせい

サービスセンターで納
おさ

めてく

ださい。保険料
ほけんりょう

を滞納
たいのう

すると、財産
ざいさん

に対
たい

して差押え
さしおさ  

などの滞納
たいのう

処分
しょぶん

を 行
おこな

います。特別
とくべつ

な事情
じじょう

により保険料
ほけんりょう

を納める
おさ   

ことが困難
こんなん

な方
かた

は、ご相
  そう

談
だん

ください。  

【休 日
きゅうじつ

納付
のうふ

相談
そうだん

】日時
にちじ

：11月
がつ

22日
にち

(土
ど

)9時
じ

～12時
じ

 

場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

2階
かい

 医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

 

문의：의료보험실 보험료과 TEL 06-4309-3168/ FAX 06-4309-3807                      問合
といあわ

せ先
さき

：医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

 
 


